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国道３５７号 環七大井ふ頭交差点
～夜間右折車通行規制のお知らせ～

竹芝記者クラブ／神奈川建設記者会／横浜海事記者クラブ
東京都庁記者クラブ／神奈川県政記者クラブ／川崎記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

発 表 記 者 ク ラ ブ

国道３５７号と環状七号線の交差する環七大井ふ頭交差点を立体化することによ

り、交通混雑緩和を図る大井環七立体事業を行っています。

大井環七立体事業に伴う橋梁架設工事のため、環七大井ふ頭交差点内の夜間右

折車通行規制（全方向）を実施することとしましたのでお知らせいたします。

大変ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

◆規制日時： 平成２２年１１月２２日（月） 午前０：００～５：００
平成２２年１１月２３日（火） 午前１：００～４：００

なお、荒天の場合は順延します（予備日：１１月２４日（水）、２９日（月））

◆場 所： 国道３５７号 環七大井ふ頭交差点

◆規制内容： 交差点内右折車通行規制（全方向）

◆迂回路 ： 京浜大橋北交差点又は中央陸橋上交差点をご利用ください

◆その他 ： 国道３５７号からの直進と左折、環状七号線からの左折と
アンダー部は通行可能です。

※詳しくは川崎国道事務所ＨＰ http://www.ktr.mlit.go.jp/kawakoku/ をご覧ください
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国道３５７号 環七大井ふ頭交差点箇所図及び迂回路
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